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日本国政府はブータン王国政府の要請に基づき、同国向け食糧増産援助にかかる事前調査を行うことを決定

し、国際協力事業団が財団法人日本国際協力システムとの契約により簡易機材案件調査として実施し、国内解

析作業を経てここに本報告書完成の運びとなりました。 

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願うもので

す。 

 終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 15 年 3月 
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＜略語集＞ 

・2KR（2KR (Second Kennedy Round)） 食糧増産援助 

・ADB (Asian Development Bank) アジア開発銀行 

・DAC (Development Assistance Committee) 開発援助委員会 

・FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 国連食糧農業機関 

・GDP (Gross Domestic Product) 国内総生産 

・IMF（International Monetary Fund）国際通貨基金 

 

＜単位換算表＞ 

面積 
名称 記号 換算値 

平方メートル m2 （1）

アール a 100

ヘクタール ha 10,000

エーカー acre 4,046.7

平方キロメートル km2 1,000,000
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第１章 要請の背景 
 

ブータン王国（以下「ブ」国という）はヒマラヤ山脈の東端に位置し、北は中国チベット地域と南はイン

ドと国境を接している小さな王国である。国土は標高差の大きさと気候変化の激しさを特徴とし、主に針葉

樹林と温帯広葉樹林が国土の７０％を覆っている。急峻な山岳国であるため、農業用地は限られ、谷間の平

坦地か山間の傾斜地における棚田あるいは段々畑であり、国土の７.２％のみが耕地となっている。幹線道路

が「ブ」国土を横断するように通っているが、未整備な場所が多く、概して農家の幹線道路へのアクセスは

悪い。 

農業が主要産業としてＧＤＰの３０.６９％を占めており、国民の９３.７％が農業に関連しているが、近

年、農村からの人口、特に若年層が流出する傾向にあり、将来の農業労働者不足が懸念されている。 

「ブ」国政府は、第９次国家５ヶ年計画を実行中であり、その目標の達成のため、日本政府に対して２Ｋ

Ｒの実施を要請してきたものである。上位計画の内容については、以下のとおりとなっている。 

 

１．上位計画 

１－１ 国家開発計画 

「ブ」国では、第９次５ヵ年計画（２００２年－２００７年）が２００２年４月より実施されており、第

８次５ヵ年計画に引続き「ＧＮＨ（Gross National Happiness（国民総幸福））」というユニークな政策を

基本としている。その主要目標は、①生活水準向上、収入増加、特に貧困の改善、②グッドガバナンスの確

保、③民間セクターの成長及び雇用の創出、④伝統文化と環境保護の保持と促進、⑤早急な経済成長、等で

ある。 

 

１－２ 農業開発計画 

第８次５ヵ年計画（１９９７年－２００１年）のＧＤＰ伸び率は６．７％増となり、目標値の６．５％増

を上回る伸び率を達成した。この間の産業別ＧＤＰ伸び率では、建設部門が１７．３％と も高い伸び率を

示したが、これは大型の水力発電所の建設によるところが大きい。 

一方、同期間の農業は、ＧＤＰ伸び率は３．８％増、ＧＤＰ構成比は 大の３０．６９％を占めており、

「ブ」国の労働人口の９３．７％が農業に従事していることから、同国の基幹産業となっている。この現状

を踏まえ、「ブ」国政府は、セクター別開発計画ではこれまで通り、農業開発計画に重点をおいている。第

８次農業開発計画では、全国２０の県レベルで実施される計画で組み立てられていたが、第９次では、個々

の農民からの意見を吸い上げること、より緻密に計画を立てることを目的として、２１０の市レベルでの計

画となっている。開発目標は、①国家食糧安全保障、②天然資源の保護、③持続的かつ経済的な農業生産と

農業所得の増加、④社会的および地域的公平さと平等とし、当目標達成のための農業開発戦略として、①作

物流通のための農道整備、②農業機械化（労働力不足の解消）、③市場形成が重要としている。 
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表 1-1 「ブ」国ＧＤＰ比率 

    （単位：%）

 1997/1998 年 1998/1999 年 1999/2000 年 2000/2001 年 

農業 35.73 31.78 34.46 30.69 

鉱業 1.49 2.51 1.17 2.82 

工業 8.19 12.84 9.72 12.71 

電力 10.62 7.89 9.72 8.18 

建設業 10.42 11.26 11.40 11.35 

サーヴィス業 33.56 33.72 33.53 34.25 

（出典：NINTH PLAN MAIN DOCUMENT [2002-2007]） 

 

 

表 1-2 「ブ」国ＧＤＰ伸び率 

 （単位：%）

 1997-2001 

農業 3.8 

鉱業 3.6 

工業 9.3 

電力 4.5 

建設業 17.3 

全体 6.7 

 (出典：農業省)
 

「ブ」国政府は、農村からの人口、特に若年層の人口の流出を懸念しており、将来の農業労働者不足を重

要な課題としている。そのため、上記②農業機械化（労働力不足の解消）を重視しており、具体的には低価

格で農業機械を農民に販売することによる農業機械化の実現を目指している。それによって、労働力不足の

補填のほか、単調な農作業の軽減や、技術を必要とする雇用の創出を図り、農業のイメージを向上させて、

農村からの人口流出に歯止めをかけることを期待している。 

「ブ」国政府は、上記農業機械化の実現のために、我が国の２ＫＲを農業機械の 大の供給源として位置

付けている。 

 

１－３ 食糧増産計画 

第９次食糧増産計画では、食糧自給率の上昇、具体的には、コメ、トウモロコシ、小麦の主要穀物の自給

率を 低でも７０％に引き上げるという政策目標を提示している。国家稲作開発プログラムでは、潜在的に

３０－４０％のコメの増産が可能としており、そのためには農業機械化が重要としている。 
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２．要請内容 

今年度計画で要請されている資機材の品目とその数量は以下のとおりである。 

  

表 1-3 要請品目 

要請

No. 

標準 

ﾘｽﾄ No. 
品目(日本語) 品目(英語) 

要請

数量 

単

位 

優先

順位 

希望 

調達先

農機 

1 AT-TR2 
歩行用ﾄﾗｸﾀｰ 

(12HP 以上) 
2 wheel tractor (12HP or more) 350 台 1 日本 

2 TI-BP1 
ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ 

(歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用) 
Bottom Plow for 2-wheel tractor 350 台 1 日本 

3 AT-TRS1 
ﾄﾚｰﾗｰ(固定式､500kg) 

(歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用) 

Trailer (Stationary Type) 500kg for 

2-wheel tractor 
350 台 1 日本 

4 PT-ST1 
自 動 脱 穀 機 ( 定 置 式 ) ｴ ﾝ ｼ ﾞ ﾝ

1,000kg/hrｸﾗｽ)12HP,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ､水冷

Self-feeding Thresher (Stationary 

type, Engine 1,000kg/hr class,12HP 

Diesel Water Cooler 

20 台 1 日本 

 

本調査は、「ブ」国が我が国政府に提出した要請書について国内解析を通じて選定資機材の品目・仕様等

にかかる技術的検討を行うことを目的とする。 
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第２章 農業セクターの概況 
 

１．作物生産状況 

１－１ 地域特性 

「ブ」国では、農業気候区分として、表２―１及び図２―１に示した通り６つがある。標高差を反映して、

南部は一般に高温多湿であり、北部はヒマラヤ山脈地帯は低温乾燥気味であり、その間の山間地域は標高の

差によって、温度、湿度の変化が大きい。年間降雨量についても、標高差によって異なり、雨季（６～８月）・

乾季（９～５月）がある。 

 
表 2-1 農業気候区分の降雨量と気温 

気候区分 標高 年間降雨量  気温 (℃)  

 (m) (mm) 高気温 低気温 平均気温 

高山帯ｿﾞｰﾝ 

(Alpine) 
3,600-4,600 650 12.0 -0.9 5.5 

寒冷温帯ｿﾞｰﾝ 

(Cool Temperate) 
2,600-3,600 650-850 22.3 0.1 9.9 

温暖温帯ｿﾞｰﾝ 

(Warm Temperate) 
1,800-2,600 650-850 26.3 0.1 12.5 

乾燥亜熱帯ｿﾞｰﾝ 

(Dry Subtropical) 
1,200-1,800 850-1,200 28.7 3.1 17.2 

多湿亜熱帯ｿﾞｰﾝ 

(Humid Subtropical) 
600-1,200 1,200-2,500 33.0 4.6 19.5 

湿潤亜熱帯ｿﾞｰﾝ 

(Wet Subtropical) 
150-600 2,500-5,500 34.6 11.6 23.6 

(出典:Renewable Natural Resources Sector Ninth Plan [2002-2007])

 
 

 
(出典:Renewable Natural Resources Sector Ninth Plan [2002-2007]) 

図 2-1 農業気候区分 
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高山帯ゾーンでは、大麦、ソバ、からし菜が一部で栽培されているが、主にヤクによる畜産が行なわれて

いる。 

寒冷温帯ゾーンは、ヤク、牛、羊、馬による畜産が主に行なわれてきたが、ソバ、大麦、小麦、 近はジ

ャガイモの栽培が盛んになっている。休閑期間においては、これらの耕作地は、牧草地として利用されてい

る。 

温暖温帯ゾーンでは、コメ、大麦、ジャガイモの栽培が盛んである。果樹、野菜も栽培されている。 

乾燥亜熱帯ゾーンでは、トウモロコシが主に栽培されているが、コメ、ミレット、豆類の栽培も行なわれ

ている。ここでは、焼畑による栽培が広く行なわれている。 

多湿亜熱帯ゾーンと湿潤亜熱帯ゾーンでは、コメの栽培が盛んである。これらのゾーンでも、高度が低い

肥沃な地域では、からし菜、小麦、豆類、野菜とコメの輪作が行なわれている。多くの熱帯果樹も栽培され、

灌漑が可能な地域では、秋と初春に野菜の栽培も行なわれている。 
以下に各県毎のコメ、トウモロコシ、小麦の生産状況を示す。 

 

表 2-2 県別主要作物の栽培面積及び生産量（2000 年） 

 ｺﾒ  ﾄｳﾓﾛｺｼ  小麦  

県名 作付面積

(ha) 

生産量 

(Mt) 

単収 

(Mt/ha)

作付面積

(ha) 

生産量

(Mt) 

単収 

(Mt/ha)

作付面積 

(ha) 

生産量 

(Mt) 

単収 

(Mt/ha)

ﾃｨﾝﾌﾟｰ 681 3,015 4.4 31 96 3.1 246 286 1.2

ﾊﾟﾛ 1,252 4,671 3.7 11 27 2.4 888 697 0.8

ﾊ 106 323 3.0 108 205 1.9 476 395 0.8

ﾁｭｯｶ 713 2,166 3.0 2,180 3,536 1.6 253 316 1.2

ｻﾑﾁ 2,851 8,265 2.9 4,479 6,656 1.5 178 86 0.5

ﾌﾟﾅｶ 1,945 8,740 4.5 120 305 2.5 497 452 0.9

ｳｫﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾀﾞﾝ 1,448 5,860 4.0 94 193 2.1 911 977 1.1

ｶﾞｻ 86 303 3.5 <2 NA NA 52 70 1.3

ﾁﾗﾝ 1,454 4,909 3.4 2,290 3,758 1.6 253 175 0.7

ﾀﾞｶﾞﾅ 1,128 3,663 3.2 2,511 4,377 1.7 69 43 0.6

ﾌﾞﾑﾀﾝ 28 80 2.9 25 64 2.6 340 279 0.8

ﾄﾝｻ 546 1,850 3.4 270 622 2.3 210 207 1.0

ｼｪﾑｶﾞﾝ 525 1,701 3.2 1,281 3,317 2.6 40 43 1.1

ｻﾙﾊﾞﾝ 2,802 9,382 3.3 3,846 6,478 1.7 18 16 0.9

ﾓﾝｶﾞﾙ 439 1,445 3.3 3,092 10,565 3.4 39 59 1.5

ﾙﾝﾁ 750 2,918 3.9 1,093 3,158 2.9 36 44 1.2

ﾀｼﾔﾝﾂｪ 622 2,552 4.1 990 3,611 3.6 20 21 1.1

ﾀｼｶﾞﾝ 929 3,617 3.9 3,772 13,296 3.5 93 91 1.0

ﾍﾟﾏｶﾞｯｾﾙ 19 71 3.6 1,251 4,528 3.6 28 44 1.5

ｻﾝﾄﾞﾙｯﾌﾟｼﾞｮﾝｶ 819 3,043 3.7 3,692 12,507 3.4 39 52 1.3

合計 19,143 68,574 3.6 31,136 77,299 2.5 4,686 4,353 0.9

(出典:農業省)
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１－２ 営農形態 

「ブ」国は、急峻な山岳国であるため、農業用耕地は非常に限られている。現在の主な農地は、谷間の平

坦地利用か山間の傾斜地における棚田あるいは段々畑であり、国土の約７％のみが耕地となっている。「ブ」

国の土地利用割合は、表２―３に示すとおりである。なお、幹線道路が「ブ」国土を横断するように通って

いるが、未整備の個所が多く、雨季には当幹線道路ですら分断されることも多くあり、概して農民の幹線道

路へのアクセスは悪い。 

表 2-3 土地利用形態 

    (単位:1,000 ha)

1987 1993 1998 2000 
項目 

面積 割合 面積 割合 面積 割合 面積 割合 

総面積 4,008 100% 4,008 100% 4,008 100% 4,008 100%

陸地面積 4,008 100% 4,008 100% 4,008 100% 4,008 100%

耕地面積 140 3.5% 157 3.9% 290 7.2% 290 7.2%

永年作物 18 0.5% 19 0.5% 19 0.5% 19 0.5%

永年牧草地 213 5.3% 213 5.3% 215 5.3% 215 5.3%

森林面積 2,573 64.2% 2,573 64.2% 2,904 72.5% 2,904 72.5%

その他 1,064 26.5% 1,046 26.1% 580 14.5% 580 14.5%

  (出典:農業省)
 

農家１戸当たりの農地所有割合は、表２－４のとおり、５．０エーカー（約２ヘクタール）未満が大半で

あり、未だ多くの農家が手作業に頼る伝統的な農業を営んでいる。 

表 2-4 農家土地所有規模 

 

農家の 1戸当たり 

の農地所有割合 

1.0 acre 未満 13.7 % 

1.0 acre 以上 5.0  acre 未満 55.7 % 

5.0 acre 以上 9.99 acre 未満 21.9 % 

10.0 acre 以上 25.0 acre 未満 8.0 % 

25.0 acre 以上 0.6 % 

(出典:RNR Statistics 2000) 
 
１－３ 食糧事情 

１９９７年と２０００年の主要穀物の国内生産率は７３．７７％、７８．５１％となっている（表２－５）。

「ブ」国内の需要量に関するデータがないため自給率は算出できないが、農業省によれば、２０００年の自

給率は６５％である。 

表 2-5 主要穀物の国内生産率 

(単位:t)
1997 2000  

国内 

生産量 

輸入量 合計 国内 

生産率 

国内 

生産量 

輸入量 合計 国内 

生産率 

ｺﾒ 63,064 28,982 92,046 68.51% 68,574 30,998 99,572 68.87%

ﾄｳﾓﾛｺｼ 67,469 2,375 69,844 96.60% 77,299 1,257 78,556 98.40%

小麦 17,266 21,199 38,465 44.89% 4,353 8,859 13,212 32.95%

合計 147,799 52,556 200,355 73.77% 150,226 41,114 191,340 78.51%

(出典:農業省)
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２．農業資機材の生産、輸出入統計 

２－１ 肥料 

（１）輸入実績 

ドゥルック種子公社（ＤＳＣ：Druk Seed Cooperation）が「ブ」国の全肥料を一手に取り扱っており、Ｄ

ＳＣ以外の肥料流通業者は存在していない。なお、ＤＳＣは農薬のうち１品目のみも取り扱っているが、こ

れを除く全ての農薬は、後述する国家植物防疫センターが取り扱っている。ＤＳＣは、農業省農業畜産支援

局の１組織として設立されたが、１９９６年に民営化された。表２－６にＤＳＣの肥料取扱高（「ブ」国肥

料流通量）を示す。なお、肥料は「ブ」国内では製造しておらず、全てインドから輸入している。 

 

表 2-6 ドゥルック種子公社（ＤＳＣ）肥料取扱高 

(単位:t) 

 1998 1999 2000 2001 

UREA 1,043.00 1,121.00 1,417.75 1,416.05 

SSP 230.00 272.00 317.05 330.50 

TSP 8.00 24.00 1.66 9.06 

MOP 27.00 47.00 20.04 22.56 

CAN 16.00 17.15 22.05 16.00 

NPK(17-17-17) 604.00 506.00 683.22 637.35 

骨粉 7.00 12.00 9.15 6.60 

(出典:農業省資料) 
 

（２）肥料の補助金政策と今後の需要 

肥料の販売価格は、表２－７に示すとおりである。原価に手数料等１１％を上乗せした金額で「ブ」国内

均一で販売しており、この価格は農業省よりの承認を得ている。また、肥料の倉庫は、インド国境に近いチ

ュカ県のプンツォリンにあるが、ここから遠隔地での販売は、その輸送料について「ブ」国政府が補助金を

出している。 

化学肥料は例外的に野菜等の換金作物（インド、一部バングラディシュに向けて出荷）を中心に使用され

ているが、基本的には堆肥のみを使用している。農業省としても、「ブ」国の環境保護政策に則り、堆肥あ

るいは有機質肥料の使用を推進し、化学肥料の施用を極力抑えるよう指導しているため、今後の化学肥料の

需要が急激に増加することはないと推測される。 

 
表 2-7 肥料販売価格 

（単位：Nu/t）

品目 1998 1999 2000 2001 

UREA 5,000.00 6,872.00 5,242.13 5,420.00 

SSP 3,600.00 3,600.00 3,601.82 3,751.00 

TSP 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

MOP 6,300.00 6,300.00 6,374.76 6,300.00 

CAN 5,900.00 9,096.40 9,096.51 9,367.30 

NPK（17-17-17） 7,620.00 8,446.00 8,516.98 8,690.79 

骨粉 4,960.00 6,872.00 67,870.82 6,244.03 

（出典：農業省資料）
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２－２ 種子 

ＤＳＣがハイブリッド種（コメ）および苗木を若干輸入、販売している。肥料と異なり、「ブ」国政府よ

りの補助金の出資はない。ＤＳＣは他に野菜の種子を生産し、農民に対して販売しているものの、ＤＳＣか

ら種子または苗木を購入する農家は全体の１２．５％程度である。 

 

２－３ 農薬 

「ブ」国内での農薬の流通・販売は、全て国家植物防疫センター（ＮＰＰＣ：National Plant Protection 

Center）が一元的に担っており、民間会社は存在しない。主に殺虫剤（ジャガイモ、リンゴ）と、除草剤（コ

メ）が使用されている。「ブ」国政府は、農薬投入量を増加させる政策はとっていない。１９９７年から２

００１年の農薬の輸入量は以下の通り。 

 
表 2-8 農薬輸入量 

（単位 : L/kg）

種類 英名 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

殺虫剤 Malathion 5D 970.0 0 0 0

 Chlorpyrifos 20EC 276.0 400.0 383.5  362.5 

 Malathion 50EC 175.0 118.0 150.0  142.4

 Cypermethrin 10EC 267.5 439.5 325.5  388.0 

 Dimethoate 30EC 278.0 406.5 179.0  256.9 

 Fenvalerate 4D 0 1,703.0 1,714.0  1,768.0 

殺菌剤 C.O.C 50WP 178.0 177.0 0 0

 Copper oxychloride 50WP 259.0 432.0 268.0  250.3 

 Mancozep 75WP 0 0 500.0  687.5 

 Carbendazim 50WP 101.0 195.0 178.0  302.0 

 Edifenphos 0 0 13.0  1.0 

 Tricyclazole 75WP  0 0 0 20.0 

 Baycor 70WP 30.0 0 0 0

 Carboxin 70WP 0 0 0 100.0 

 Captan 50WP 192.5 110.0 226.0  79.0 

 Blasticidin 1EC 3.0 0 9.5  27.0 

 Kasurabcide 0 0 0 10.0 

 Tridimorph 80EC 0 0 20.5  17.0 

 Hexaconaｚole 5EC 0 39.0 74.5  77.0 

除草剤 Glyphosate 41EC 30.0 85.0 81.0  128.0 

 Butachlor 5G* 113,316.0 120,960.0 137,090.0  1,380.0 

 Metribuzim 70WP 241.0 204.0 250.0  320.0 

 Oxyflorfen 0 0 0 1.0 

殺ダニ剤 Dicofol 18.5EC 0 0 6.2  5.3 

殺鼠剤 Zinc phospide 0 0 35.2  31.0 

 Bromadiolone 4 0 42.0 0 0

その他 Protein 0 0 17.0  33.0 

合計 － 116,317.0 125,311.0 141,520.9  6,386.9 

＊本品目は、DSC が取り扱っている。                                                 （出典:農業省）
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２－４ 農業機械 

（１）輸入実績 

現在流通している主な農業機械は、需要が高い順に、歩行用トラクター（アタッチメントは標準仕様でプ

ラウ、トレーラー、ティラー、及び必要に応じて灌漑用ポンプ）、精米機、スレッシャー、リーパー、田植

機、乗用トラクターである。歩行用トラクターの需要が他の農業機械と比較して非常に大きい。これは、「ブ」

国の急峻な地形での作業に有効であるとともに、労働力不足の緩和対策のため、1997 年に「ブ」国国王自ら

歩行用トラクターの活用宣伝を行ったためであり、これにより一気に歩行用トラクター需要が掘り起こされ、

爆発的な需要増となっている。 

殆どの農業機械が２ＫＲで調達した日本製であるが、他の簡易な農業機械や手動式の精米機についてはイ

ンド製が流通している。インド製農業機械については、若干の民間業者がインドとの国境沿いで輸入業を行

っていたが、農業機械化センター（ＡＭＣ：Agriculture Machinery Center（第３章 販売・配布体制参照））

での販売価格のほうが安価であるため、近年はほとんど存在せず、ＡＭＣが一手に輸入を行っている。１９

９８年～２００１年の２ＫＲ以外の輸入実績は以下のとおり。 

 

表 2-9 農業機械輸入量 

(単位:台) 

品目 1998 1999 2000 2001 

ディーゼル・エンジン 338 196 0 346 

籾摺機 340 80 0 200 

製粉機 220 130 100 220 

搾油機 0 0 40 10 

コーンフレーカー 0 20 0 30 

電動モーター 30 0 30 0 

(出典:AMC) 
 

（２）製造実績 

ＡＭＣでは簡易な農業機械も製造してる。１９９８年～２００１年の製造実績は以下の通り。なお、民間

の農機製造会社は存在しない。 
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表 2-10 ＡＭＣでの農業機械製造実績 
(単位:台) 

品目 1998 1999 2000 2001 

種子コーティング機 1 0 0 0 

鉄製唐箕 5 0 0 0 

籾摺乾燥機 4 0 0 0 

コーン脱粒機 50 0 0 0 

リンゴ収穫用はしご 3 0 0 0 

乾燥機 0 0 2 0 

牛耕用シングルプラウ 0 3 0 0 

小麦用脱穀機 0 1 0 0 

改良型トレーラー 0 60 0 0 

牛耕用プラウ 0 15 5 4 

養鶏用給餌器 0 1 2 2 

搾乳機 0 0 6 11 

ポテトグレーダー 0 0 1 4 

脱穀選別機 0 0 2 1 

養豚給餌機 0 1 1 2 

ペダル式脱穀機 0 0 0 6 

ハンマーミル 0 3 1 1 

リンゴスライス・除芯機 0 0 0 1 

送風乾燥機 0 0 1 1 

カルダモン乾燥機 0 0 1 0 

(出典:AMC) 

 
３．財政・国際収支バランス 

３－１ 財政支出計画における農業セクターの現状と課題 

「ブ」国の２００１－２００２年度における財政支出計画は以下のとおりとなっている。第９次国家計画

における１年間の農業セクターへの予算割当ては、１，７７７百万Ｎｕ．となっており、２００１－２００

２年度の経常支出と資本支出の合計額の約１７．６９％に当たる。財源の２９．０５％を海外からの援助に

頼り、援助への依存度が非常に高い計画となっている。２００１年度２ＫＲの供与金額は、４億円（約１，

０６４百万Ｎｕ．）であり、当該年度に当てはめると財源の１０．５９％と大きなシェア－となっている。 
 

表 2-11 「ブ」国政府予算（2001－2002 年度） 

（単位：百万 Nu.） 

 予算 割合 

支出   

1) 経常支出 4,611.099 45.890 

2) 資本支出 5,202.574 51.780 

小計 9,813.673 97.680 

3) 純貸付 2.050 0.020 

4) 返済 231.421 2.300 

合計 10,047.144 100.000  

財源   

1) 国内歳入 4,613.271 45.920 

2) 残高及びその他 527.317 5.250 

3) 無償援助 2,918.431 29.050 

4) 資金調達 1,988.125 19.790 

合計 10,047.144 100.000  

（出典：財務省） 
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３－２ 国際収支バランス 

データがないため国際収支状況については把握できないが、下記に外貨準備高の推移を示す。１９９９年

の１ヶ月の輸入が１３．３百万ＵＳ＄であるため、１９９９年の外貨準備高は輸入の２０カ月分であり、経

済の安定化に必要な額を十分にカバーしている。しかしながら、「ブ」国は、後発開発途上国に認定されて

おり、１９９９年において、対外債務は１８０百万ドルに達している。このような状況から、「ブ」国にと

って、外貨支援的側面を有した２ＫＲの役割は非常に重要な位置付けにあるといえる。 

 

表 2-12 「ブ」国外貨準備高推移（2001－2002 年度） 

(単位:百万 US$)

項目 1997 1998 1999 2000 2001 

外貨準備高 181.18 249.63 274.41 295.35 284.60 

1.外貨 179.73 248.07 272.82 293.79 283.05 

2.IMF ﾘｻﾞｰﾌﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 0.77 0.80 1.40 1.33 1.28 

3.SDR 0.68 0.76 0.18 0.23 0.27 

4.金 0 0 0 0 0 

(出典:International Financial Statistics September 2002)
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第３章 プログラムの内容 
 

１．先方実施・責任機関 

農業省農業畜産支援局（DALSS:Department of Agriculture Livestock Support Services）傘下の農業機

械化センター（ＡＭＣ： Agriculture Machinery Center)からの要請を農業省が取りまとめ要請書を作成す

る。その後、財務省を通じて要請書が日本政府に提出される（図３―１）。 

 
日本政府 

 

財務省 
 

農業省(DALSS) 
 

農業機械化センター(AMC) 

（出典：農業省） 
 

図 3-1 ２ＫＲ要請の提出フロー 
 

調達された農業機械は、ＡＭＣを通じて農家へ販売する計画である。各農家からの購入希望は各県で取り

まとめられ、ＡＭＣに提出される。当該年度の調達数量決定後、農業省が各県への割当量を決定し、各県は

優先順位に従って農家に販売する。 

販売価格は、農家の購売力を勘案して設定され、ＦＯＢ価格の２０％程度になっている。同国の実施体制

を表３－１にまとめる。 

表 3-1 資機材実施体制 

作業 責任機関 実施機関 
実施機関 

責任者役職 

通関 農業省 税関 農業大臣 

保管(AMC倉庫) 同上 AMC AMCﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

配布(AMC倉庫→農家) 同上 同上 同上 

(出典:農業省) 

 
２．計画対象作物・対象地域 

「ブ」国における２ＫＲの対象作物は、コメ、トウモロコシ及び小麦の主要穀物である。対象作物を栽培

している対象地域（県）は、表３－２に示した通り分かれており、全国土に亘っている。 

表 3-2 対象作物および地域(県) 

対象作物 対象地域 
ｺﾒ 
(10,854 ha) 

(6県) ﾊﾟﾛ､ﾌﾟﾅｶ､ﾃｨﾝﾌﾟｰ､ｳｫﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾀﾞﾝ､ｻﾑﾁ､ｻﾙﾊﾞﾝ 

ﾄｳﾓﾛｺｼ 
(30,125 ha) 

(12県) ﾀｼｶﾞﾝ､ﾓﾝｶﾞﾙ､ﾙﾝﾁ､ﾀｼﾔﾝﾂｪ､ﾍﾟﾏｶﾞｯｾﾙ､ｻﾑﾁ､ﾀﾞｶﾞﾅ､ 
ｻﾝﾄﾞﾙｯﾌﾟｼﾞｮﾝｶ､ﾁﾗﾝ､ｼｪﾑｶﾞﾝ､ｻﾙﾊﾞﾝ､ﾁｭｯｶ 

小麦 
(2,000 ha) 

(5 県) ﾌﾞﾑﾀﾝ､ｳｫﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾀﾞﾝ､ﾄﾝｻ､ｶﾞｻ､ﾊ 

（出典：要請関連資料） 
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２－１ サイト調査 

調査は２００２年１０月２２日から２８日までの間、ティンプー県、パロ県、ブムタン県、モンガル県、

トンサ県及びウォンディフォダン県の農家を訪問して実施された。調査結果は以下のとおり。 

（１）裨益効果 

重作業である耕起・整地や収穫作業について、農作業を人力、畜力から機械化へ移行するに従い作業時間

は大幅に短縮された。一般的な機械の作業能率について耕起作業を例にとれば、人力でｈａ当り約１２０時

間以上かかる作業をトラクターでは僅か５～１５時間（人力の約４～１２％）で処理できる。この余剰労力

を規模拡大や栽培作物の多様化に繋げることにより、生産量の増加等の効果が見込まれる。 

過去に調達した主要農機についての裨益効果は以下のとおりである。 

 
（ア）歩行用トラクター、ボトムプラウ、トレーラー 

サイト調査で実際に歩行用トラクターを使用している農家の多くから機械の利用効果を聴取した結果、総

じて ①労働力・時間の低減、②人力または畜力利用作業の重労働からの解放による生活改善、③適期作業

と作業精度の向上による作物の増収や品質向上などがあげられ、２ＫＲで調達した機械が一定の裨益効果を

もたらしていることを確認した。 

特に、歩行用トラクターは水田の耕起・整地、代掻き作業の他、日常的にも交通及び運搬手段としてトレ

ーラーを装着して頻繁に使用されている。 

 
（イ）自動脱穀機 

現状では多くの労力と時間を要する振り棒や足踏み脱穀機による脱穀作業が大勢をしめているが、サイト

調査で脱穀機を使用している農家の多くから機械の利用効果を聴取した結果、総じて①労働力・時間の低減、

②作業の重労働からの解放による生活改善、③穀粒損失減少による作物の増収や品質向上などがあげられ、

２ＫＲで調達した機械が一定の裨益効果をもたらしていることを確認した。特に、慣行の脱穀作業方法では、

風力による選別を必要とすることから、穀粒損失が少なくとも 10％以上にも達していたものが改善されたと

思われる。 

特に､インド製と比較して２ＫＲにより供与された機材（日本製）に対する高い評価を示す意見が聞かれた｡ 

参考として、人力と機械作業による単位面積（ha）当りの作業時間と経費について表３―３に示す。 

 
表 3-3 人力と機械作業との能率及び経費比較 

作   業 作業能率 hr/ha 経 費 概 算 

人力 約 120 130Nu.×120=15600Nu.(41,496 円+4 回の食事付) 

畜力(牛) 30～40 140Nu.×30～40=4200～5600Nu.(11,172～14,896 円) 

①耕起･整地 

歩行用ﾄﾗｸﾀｰ 13～15 150Nu./hr×13～15=1950～2250Nu. 

(5,187～5,985 円/ha) 

手刈･集束 20 人-日 

(160hr/ha) 

130Nu.×160hr＝20800Nu.（55,328 円/ha） ② 取･脱穀  

(人力) 

 脱 穀 

選 別 

20 人-日 

(160hr/ha) 

130Nu.×160hr＝20800Nu.（55,328 円/ha） 

    (機械) ﾘｰﾊﾟｰと自動

脱穀機 

55～75 150Nu.×55～75hr=8250～11250Nu. 

(21,945～29,925 円/ha) 

 

備  考 

･機械の経費はﾊｲﾔｰｻｰﾋﾞｽ価格をﾍﾞｰｽとした｡（農家聞き取りによる） 

･1 日を 8時間労働､Nu.の円換算 Rate:2.66/円 

（出典：聞取り、サイト調査より作成） 
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（２）課題 

以下に今後「ブ」国が農業機械化政策を推し進めて行く中で重要となると思われる事項をあげる。 

 
（ア）機械化作業体系の確立 

「ブ」国においては、作物別、規模別に加え地域別（傾斜地など）の作業体系が確立されていない。今後、

「ブ」国農業省としては、農家が機械化に取り組みやすいよう、農業機械化計画を推進する上で機械化作業

体系を策定する必要があると思料される。 

 
（イ）農業機械の維持管理体制の整備 

現在、農業機械のメンテナンスを行うことができるセンターは、「ブ」国の西部、中部、東部のそれぞれ

の地域を担当する３ヶ所のＲＡＭＣ（地域農業機械センター）しかない。また、スペアパーツも同様にＲＡ

ＭＣで保管管理されているが、その販売拠点は少なく不十分なものと推定される。今後、ＲＡＭＣの増設や

民間ディーラーの育成など、メンテナンス体制の整備が必要と思われる。 

一方、農業機械化にあたっての、農業機械操作技術の普及については、青年海外協力隊員やシニア海外協

力隊員により農家研修が実施されており、それらの対象となった農家レベルはそれなりに高いが、機械に対

する保守整備はまだまだ未熟であるので、研修内容の充実が必要である。 

 

 
（ウ）農機の安全使用体制の確立 

要請されている歩行用トラクターは、農業機械のうちでも人身事故の多いトラクターは、機械の運転走行

可能な道路及び安全な作業が可能な圃場での使用が望まれる。サイト調査では必ずしも安全に使用されてい

ない点が見うけられたため、安全運転指導の徹底と安全運転の励行が必要である。 

 
３．配布・販売体制 

３－１ 農業機械化センター 

我が国の２ＫＲによって調達された農業機械は、農業省農業畜産支援局傘下にあるＡＭＣに納入された後、

農家に配布する。ＡＭＣの概要は以下の通り。 

 
農業機械化センター（ＡＭＣ：Agriculture Machinery Center，於パロ） 

１９８３年９月、「ブ」国内の農業労働の軽減と生産性向上を目指して、農業省の一部局として設置され

たが、１９９２年の組織改革で農業省所管の別組織になって現在に至っている。 

センター長は、プログラム・マネージャーと呼ばれ、その指揮下に農業機械供給センター（ＡＭＳＣ：

Agriculture Machinery Supply Center）、農業機械開発センター（ＡＭＤＣ：Agriculture Machinery 

Development Center）、農業機械トレーニングセンター（ＡＭＴＣ：Agriculture Machinery Training Center）、

検査・品質管理部（Inspection & Quality Control）、地域農業機械化センター（ＲＡＭＣ：Regional Agriculture 

Machinery Center）があり、それぞれの役割を果している。 

農業機械の調達源は３つあるが、ＡＭＣによると２ＫＲによるものが９０％を占める。その他には、イン

ドからの輸入が８％、AMC による生産が２％となっている。 
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農業機械化センター（ＡＭＣ）の組織図は、図３－２に示すとおりである。 

（出典：ＡＭＣ） 

図 3-2 農業機械化センター（ＡＭＣ）組織図 
 

３－２ 配布・販売体制 

調達された全ての農業機械の販売、配布及び保管業務は、ＡＭＣの農業機械供給センター（ＡＭＳＣ）が、

購入農家から前金を徴収し、前金が支払われた段階で機械の引渡しを行うが、農家迄の機械の配送は道路の

末端までを助成し、機械の組立・据付はＡＭＳＣで完全に助成することを条件としている。国産やインド製

の鎌や人力農薬散布機などの小農具に関しては、ＡＭＳＣ、ＲＡＭＣで現金取引にて販売される。 

 

３－３ 維持管理体制 

（１）地域農業機械化センター 

調達・配布された機械の故障修理・整備などの維持管理はＡＭＣの傘下にある３ヶ所の地域にあるＲＡＭ

Ｃ（パロ県ボンディ市、ウォンディフォダン県バジョ市、タシガン県カングマ市）が対応している。３地域

のＲＡＭＣにおける技術担当者数とサービス担当県を表３―４に示す。 

 

注）MoA ： Ministry of Agriculture
　　DALSS： Department of Agriculture Livestock Support Services
　　AMC ： Agriculture Machinery Center
　　AMSC ： Agriculture Machinery Supply Center
　　AMDC ： Agriculture Machinery Development Center
　　AMTC ： Agriculture Machinery Training Center
　　RAMC ： Regional Agriculture Machinery Center

農業機械供給センター
（AMSC）

1. 調達／販売
2. 需要調査
3. 配布
4. 据付

1. 研究・開発
2. 必須スペアーパーツ
   生産
3. 伝統及び現代技術
   促進支援

農業機械開発センター
（AMDC）

農業機械トレーニング
センター
（AMTC）

地域農業機械化
センター
（RAMC）

パロ
バジョ
カングマ

1. 据付
2. 維持管理
3. 機械化促進

1. 運転／維持管理
   訓練
2. 機材稼動の実演
3. 機材の展示

検査・品質管理部

農業畜産支援局
(DALSS)

農業省
(MOA)

農業機械化センター
（AMC）
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表 3-4 地域農業機械化センター（ＲＡＭＣ）のサービス担当地域と整備担当者数 

ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 ﾊﾞｼﾞｮ市 ｶﾝｸﾞﾏ市 
西部地域 5 市 

整備担当者:6 人 
中央地域 9 市 

整備担当者:11 人､ 
その他南部地域 6 市 
整備担当者:8 人 

ﾊﾟﾛ, ﾃｨﾝﾌﾟｰ, ﾊ, 
ｻﾑﾁ, ﾁｭｯｶ 

ﾌﾟﾅｶ, ﾀﾞｶﾞﾅ,  
ｳｫﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾀﾞﾝ, ﾁﾗﾝ, ﾌﾞﾑﾀﾝ,  
ｼｪﾑｶﾞﾝ, ｶﾞｻ, ｻﾙﾊﾞﾝ, ﾄﾝｻ 

ﾙﾝﾁ, ｻﾝﾄﾞﾙｯﾌﾟｼﾞｮﾝｶ, 
ﾓﾝｶﾞﾙ, ﾀｼｶﾞﾝ, ﾀｼﾔﾝﾂｪ, 
ﾍﾟﾏｶﾞｯｾﾙ 

(出典：ＡＭＣ)
 

農業機械に故障が発生した場合、農家は市あるいは県の農業普及員に修理依頼を行い、県の農業普及員を

通じて、 も近いＲＡＭＣへと連絡が入る体制が採られている。 

故障機械が搬送可能な場合は、農家が直接ＲＡＭＣへ持ち込むことになるが、搬入が困難な場合はＲＡＭ

Ｃから直接、整備担当者を現場に派遣し修理対応する体制が採られている。しかし、「ブ」国の修理・整備

を担当するＲＡＭＣは表３－３に示した通り、全国で３ヶ所だけしかなく、そのうえ全体が道路事情の悪い

山岳地帯なので必ずしも迅速な対応ができない。 

 

バジョのＲＡＭＣのワークショップを調査したが、プレス（６０ｔ）ボール盤、グラインダー、酸素溶接

機、コンプレッサー及びフォークリフトなどの工作機械等はあるが、故障修理・整備に必要となる工具、整

備計器具類（噴射ノズルテスター、圧力計、シリンダー、マイクロメーター、回転計など）及び機械の分解・

組立に必要な整備マニュアル、スペアパーツリストなどの資料が取り揃えてないなどから、十分な故障修理・

整備対応が可能であるのか、疑問視される。 

参考にバジョ市とボンディ市のＲＡＭＣに於ける２００１年７月から２００２年６月迄の１年間の修理・

整備件数を表３―５に示す。 

 
表 3-5 バジョ市とボンディ市のＲＡＭＣの修理・整備件数(2001 年 7 月から 2002 年 6 月) 

機  種 RAMC 
修理・整備 

件数と比率(%) 
修理･整備内容 

普及台数と修理 

・整備件数比率(%)

ﾊﾞｼﾞｮ市   91(48.7) 修理(内:13 件溶接)   428 (21.3) 
歩行用ﾄﾗｸﾀｰ 

ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 87 (52.4) 修理(内:19 件は組立作業) 474 (18.4) 

ﾊﾞｼﾞｮ市 8 (4.3) 修 理(内:6 件溶接) 39 (20.5) 
乗用ﾄﾗｸﾀｰ 

ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 13 (7.8) 〃 127 (10.2) 

ﾊﾞｼﾞｮ市 不明 ― 17 ( - ) 
ﾘｰﾊﾟｰ 

ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 14 (8.4) 修 理 72 (19.4) 

ﾊﾞｼﾞｮ市 不明 ― 40 ( - ) 
ﾌﾞｯｼｭｶｯﾀｰ 

ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 13 (7.8) 修 理 210 (6.2) 

ﾊﾞｼﾞｮ市 不明 ― 78 ( - ) 
ｽﾚｯｼｬｰ 

ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 9 (5.4) 修 理 169 (5.3) 

ﾊﾞｼﾞｮ市 12 (6.4) 〃 ― 
ｴﾝｼﾞﾝ 

ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 不明 ― ― 

ﾊﾞｼﾞｮ市 18 (9.6) 修理(内:11 件ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電､7 件は溶接) その他(ﾁｴﾝｿｰ､ｽﾌﾟ

ﾚｰﾔｰ等) ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 15 (9.0) 修理(内:6 件単純なｻｰﾋﾞｽ) 

ﾊﾞｼﾞｮ市 46 (24.6) 機械の据付作業 

(ﾗｲｽﾐﾙ等) ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 15 (9.0) 

修理・整備作業とは異なる機械納入時における機械の 
据付け作業 

ﾊﾞｼﾞｮ市 187 (100) 

計 ﾎﾞﾝﾃﾞｨ市 166 (100) 

注）1、普及台数は 1983～2001 年の管内総計 
  2、修理・整備件数比率は、普及台数に対する修理・

整備件数の割合（％） 
(出典：ＡＭＣ資料) 
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両ＲＡＭＣにおける年間の修理・整備件数は、平均すると約１７７件、そのうち２ＫＲ調達の歩行用トラ

クターが一番多く、全体の約５０％を占め、次に、リーパー、ブッシュカッター、エンジン、乗用トラクタ

ーなどの順になっている。 

このうちバッテリーの充電やオイル交換などのサービス、及び機体損傷による溶接修理が多く挙げられて

いるが、これらは機械の故障修理と言うより、農家の日常点検の未実施や不適正な運転操作により発生する

ことが多いので、農家に対しての基本的な取扱指導の徹底を図れば減少するであろう。なお、表中に、ライ

スミル等の機械の据付け作業を含めているが、本来は機械納入時における納入指導の位置付けであり、修理・

整備作業でないことを付記する。 

修理内容を確認することはできなかったが、機械の据付、バッテリー充電を含めた年間の件数は１７０件

前後、これを整備担当者１人当りに換算すると年間の処理件数は１４～１７件（１．２～１．４件／月）で

ある。山岳で道路事情が悪く、その上、出張対応が多いことから推定すると、ほぼ妥当の対応件数と言える

が、年々、普及台数の増加や経年変化に伴う機械の故障修理の頻度は高くなるので、修理・整備器具類の整

備は勿論、整備担当者の技術レベルの向上が望まれる。また、「ブ」国では、機械の故障修理には、交換し

たスペアパーツ代は徴収するが、整備料は徴収しない方策をとっているが、所有機械の日常点検や簡易な整

備は、農民自身で行えるよう料金を徴収することが望まれる。 

 

（２）スペアパーツの保管管理と販売 

農業機械供給センター（ＡＭＳＣ）は前記の通り、スペアパーツの保管管理と販売をも実施している。パ

ーツは部品棚の木箱に整理・保管され、パーツの出入はビジブル管理（カード式受入台帳）方式による在庫

管理を行っているなど、望ましい部品管理体制が採られている。 

農家のＡＭＳＣからのスペアパーツの購入は、キャッシュカウンターで現金を支払ったあと、領収書を管

理担当者に提出しパーツを受け取る仕組みになっている。 

スペアパーツの総体的な保管管理方法は適正なものと判断されたが、販売拠点数は少なく、農家にとって

は十分な部品供給体制とはいい難い。なぜなら、調査によると大半の農家が歩行用トラクターのロータリー

爪が約１／２以上磨耗し、耕起能率・精度が低下しているのにも係わらず使用している農家が多く、その他、

エンジンオイルの劣化した状態のもの、エアクリーナーエレメントがひび割れた状態で使用しているものな

どが見受けられた。これらの理由として日本の純正部品（Ｖベルトなど）は高価であるうえに入手し難い。

また、インド製は安価であるが耐久性・品質共に劣るなどの問題があげられるが、今後の２ＫＲの実施を考

えた場合は農家がより入手し易いようスペアパーツの入手と供給の対応策を講ずる必要がある。 

 

（３）農業機械開発センター 

農業機械開発センター（ＡＭＤＣ）は、定員１２人（調査時：９人）で適切な農業機械と農具のサンプル

を収集し、それらを基に設計・開発と量産前の試作・品質検査などを行うセクションであり、２００１～２

００２年の１年間にエンジンのエアクリーナーインテークマニホールド、プラウ（歩行用トラクター、畜力

用）、ポテトグレーダー、こき胴、唐み、手農具（鋤、鍬、鎌など）など２４種類のモデルを製作し、わず
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かに販売した実績を上げているが、性能の点からみると実用的に使用できるものは少ない。大型の旋盤（４

台）、鋼材せん断機・切断機、プレス、ボール盤、溶接機などの各種工作機械が整備されており、施設的に

も広いことから、機械の維持管理には直接的に関係はないが、手農具、籾選別機械などの製作のほか、前述

した様にスペアパーツの入手問題もあるので、汎用的なスペアパーツの製作にも取り組むことが望まれる。 

 

（４）農業機械トレーニングセンター 

農業機械トレーニングセンター（ＡＭＴＣ）は、農民及び民営ワークショップの修理・整備担当者などを

対象に、全ての農業機械について１週間から４ヶ月の期間に亘る無料の各種のトレーニングコース（表３―

６）を開催している。技術レベルの向上に努めているなど農業の機械化へ取り組む体制は高く評価できる。 

施設的には、宿泊施設、講義室、分解室、機械倉庫及びトラクターの運転免許コースなどがある広い施設

である。教材は日本製のトラクター（歩行用・乗用）と作業機、歩行型動力田植機、バインダー、リーパー、

及びもみすり機などが、整備計器具類は、ディーゼルエンジン用ノズルテスター、噴射ポンプテスターの他、

バッテリー充電器、若干の整備工具などが取り揃えてある。 

 

表 3-6 ＡＭＴＣに於ける年間トレーニング計画（2001－2002 年） 

NO ｺｰｽ 期 間 定員/回 研修対象者 

1 歩行用ﾄﾗｸﾀｰの運転と保守整備 (4 回/年) 2 ヶ月 12 農機保有農民､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 

2 乗用ﾄﾗｸﾀｰの運転と保守整備(2 回/年) 4 ヶ月 10 〃 

3 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの修理･整備(1 回/年) 1 ヶ月 10 民間ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ担当者 

4 農業機械類の運転と保守整備(1 回/年) 2 ヶ月 250 農民と普及員 

5 水稲作の農業機械化(4 回/年) 3 ヶ月 50 〃 

6 農業機械の研修(1 回/年) 1 週間 25 農業普及員養成施設 

7 農機の新農場への試行と実演(1 回/年) 1 ヶ月 90 農民 

（出典：ＡＭＴＣ） 
 

主な研修は、歩行用・乗用トラクターに関する運転操作と保守整備であり、特に運転免許取得訓練に力を

入れている。 

運転免許を取得するには、運転操作では、トラクターの前進、後進、旋回、傾斜時に対応するギヤやブレ

ーキ、ハンドルの操作方法など約５０のチェック（Ａ～Ｃ）項目が、保守整備に関しては、トラクターの外

観、各ライトの点灯、ブレーキ、クラッチ、ハンドルの作動確認などのチェック項目が設定されており厳し

い内容となっている。研修期間が２～４ヶ月と長期なので、この間にエンジン、クラッチ、ブレーキの作動

確認調整や、歩行用トラクターの主軸、車軸などのオイルシール交換などを可能とするメンテナンス技術の

カリキュラムを付加することが求められる。また、ＡＭＴＣは全国に１ヶ所しかないので、現在あるＲＡＭ

Ｃを強化して農家への指導を強化することが望まれる。 

なお、クボタ社が毎年１週間位、講師を派遣してＡＭＣの担当者や近隣の農民を対象に農業機械の研修を

開催している。 
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３－４ 資機材活用状況 

（１）肥料 

２ＫＲにおいて１９９７年及び１９９８年に調達されたＭＯＰが６６トン、１９９８年に調達されたＴＳ

Ｐが２６．５トン、ＤＳＣのプンツェリン倉庫に保管されている。ＤＳＣによれば、保管状況は良好であり、

「ブ」国内の需要がそれほど大きくないことから、配布に時間がかかっているとの説明があった。 

 

（２）農薬 

１９９３年に２ＫＲで供与されたＰｅｎｄｉｍｅｔｈａｌｉｎ３０％ＥＣが、ティンプ郊外のＮＰＰＣ倉

庫に３１４．５リットル保管され、その状況は良好であった。本農薬の「ブ」国内への配布は引続き行なう

が、仮に期限切れとなる場合には、スイスの協力により破棄する予定である他のソースにて調達された３２

トンのオブソリート農薬と同様に焼却処分する予定であるとの説明がＮＰＰＣよりあった。なお、「ブ」国

政府は、バーゼル条約未加入で、オブソリート農薬をインド国内を通過させることができないため、現在、

バーゼル条約調印の準備中である。 

「ブ」国は、ＦＡＯの「農薬の流通及び使用に関する国際行動基準」（International Code of Conduct on 

the Distribution and Use of Pesticides）は批准していない。２０００年に制定された法令「The Pesticides 

Act of Bhutan2000」により、農薬の輸入、製造、流通販売、使用方法など、農薬に係る幅広い事項について

取り締まっている。この法令の規定に基づき、理事会が設置されており、輸入、製造の申請がある際は、こ

こで諮られることになる。 

 

（３）農業機械 

２ＫＲで調達された農業機械のうち も多いのが歩行用トラクター（１０．５～１２．５ＨＰ）であり、

シーズンにおける水田、畑の耕起、砕土、代掻き作業を主体とし、トレーラーによる農産物の運搬及び他の

農産物加工機械などの動力源として幅広く利用されている。 

サイト調査によると、歩行用トラクター所有の農家の経営規模は約５～１３エーカー（２～５ｈａ）で、

水稲、小麦、トウモロコシを主体に栽培している。 

一般に水稲農家でのトラクター利用は、ボトムプラウによる耕起、ロータリーティラーによる２回の砕土

作業と田植前の２回の代掻き作業に使用され、余裕があれば、他農家の賃耕作業に使用している。トラクタ

ーの耕起作業は、畜力に比べ、深耕ができ、かつ作業能率が高く、収量の増加が望まれるなどと高い評価を

している農家が多かった。 

歩行用トラクターの年間の使用時間は、聞き取り調査により確認した範囲では８０～７２０時間（平均：

３３０時間）で、その内訳としては、ボトムプラウ、トレーラー、ロータリーティラーに順に使用されてい

る。また、農家は農業機械を非常に大事に使用していることが見受けられるが、農業機械に対する基礎的な

知識がやや不足していると思われ、軸からの油漏れ、ベルトの損耗、ロ－タリー爪の磨耗、ブレーキワイヤ

ーの伸び、傾斜地（８度以上）における作業など、十分に注意が必要な事項に対して無関心のきらいがある

ので、ＡＭＴＣなどでは十分な指導の徹底が必要である。 

２ＫＲにおいて、１９９９、２０００年度に調達した機械の配布地域と２００１年度に調達した農業機械

の配布予定地域は以下のとおりである（２００１年度分については、全量とも到着済であるが、配布先につ

いて選定中とのこと）。稼動状況については、農業省によると良好であるとの説明があった。 
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表 3-7 配布地域（1999－2000 年度）及び配布予定地域（2001 年度） 

1999 年度配布地域 （単位：台） 

県名 
歩行用ﾄﾗｸﾀｰ 

(12HP 以上) 
ﾄﾚｰﾗｰ 

(歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用)

ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ 

(歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用)

4 輪ﾄﾗｸﾀｰ 

(45 HP-54 HP), ﾄﾚｰﾗｰ 

4 輪ﾄﾗｸﾀｰ 

(17 HP-22 HP), ﾄﾗｸﾀｰ

ﾊﾟﾛ 40 40 42 2 5

ﾃｨﾝﾌﾟｰ 28 27 28 0 3

ﾌﾟﾅｶ 19 19 19 １ 0

ﾁﾗﾝ 15 14 15 0 0

ｻﾑﾁ 0 0 0 0 0

ﾀｼｶﾞﾝ 1 1 1 0 1

ﾓﾝｶﾞﾙ 8 8 8 0 1

ｻﾝﾄﾞﾙｯﾌﾟｼﾞｮﾝｶ 0 0 0 0 0

ﾍﾟﾏｶﾞｯｾﾙ 5 5 5 0 0

ﾙﾝﾁ 2 2 2 0 0

ﾌﾞﾑﾀﾝ 9 9 10 0 0

ｻﾙﾊﾞﾝ 20 20 20 0 1

ﾄﾝｻ 14 14 14 0 0

ｶﾞｻ 5 5 5 0 0

ﾀｼﾔﾝﾂｪ 4 4 4 1 0

ｳｫﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾀﾞﾝ 20 20 22 0 0

ﾊ 10 10 10 0 1

ﾀﾞｶﾞﾅ 4 3 4 0 0

ﾁｭｯｶ 6 6 7 0 0

ｼｪﾑｶﾞﾝ 7 7 7 0 0

合計 217 214 223 4 12
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2000 年度配布地域        （単位：台） 

県名 歩行用ﾄﾗｸﾀｰ(12HP 以上), ﾄﾚｰﾗｰ, ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ 

ﾊﾟﾛ 31 

ﾃｨﾝﾌﾟｰ 17 

ﾌﾟﾅｶ 13 

ﾁﾗﾝ 6 

ｻﾑﾁ 0 

ﾀｼｶﾞﾝ 8 

ﾓﾝｶﾞﾙ 6 

ｻﾝﾄﾞﾙｯﾌﾟｼﾞｮﾝｶ 0 

ﾍﾟﾏｶﾞｯｾﾙ 6 

ﾙﾝﾁ 2 

ﾌﾞﾑﾀﾝ 10 

ｻﾙﾊﾞﾝ 10 

ﾄﾝｻ 9 

ｶﾞｻ 0 

ﾀｼﾔﾝﾂｪ 2 

ｳｫﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾀﾞﾝ 17 

ﾊ 10 

ﾀﾞｶﾞﾅ 4 

ﾁｭｯｶ 0 

ｼｪﾑｶﾞﾝ 5 

合計 156 
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2001 年度配予定地            (単位:台) 

県名 歩行用ﾄﾗｸﾀｰ(12HP 以上), ﾄﾚｰﾗｰ
ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ 

（歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用） 
脱穀機 

ﾊﾟﾛ 47 50 3 

ﾃｨﾝﾌﾟｰ 21 23 1 

ﾌﾟﾅｶ 46 50 0 

ﾁﾗﾝ 8 8 0 

ｻﾑﾁ 14 14 0 

ﾀｼｶﾞﾝ 6 6 0 

ﾓﾝｶﾞﾙ 6 6 0 

ｻﾝﾄﾞﾙｯﾌﾟｼﾞｮﾝｶ 2 2 0 

ﾍﾟﾏｶﾞｯｾﾙ 6 6 0 

ﾙﾝﾁ 3 3 0 

ﾌﾞﾑﾀﾝ 35 37 1 

ｻﾙﾊﾞﾝ 14 14 0 

ﾄﾝｻ 34 36 0 

ｶﾞｻ 6 6 0 

ﾀｼﾔﾝﾂｪ 3 3 0 

ｳｫﾝﾃﾞｨ ﾌｫﾀﾞﾝ 35 37 0 

ﾊ 21 21 0 

ﾀﾞｶﾞﾅ 3 3 0 

ﾁｭｯｶ 6 6 0 

ｼｪﾑｶﾞﾝ 5 5 0 

合計 321 217 5 

（出典：AMC） 

 
１９９８年度以前に調達した農業機械の在庫状況は、表３－８に示すとおりである。旱魃対策やスペーパ

ーツとして保管しているものもあるが、「ブ」国内で未だに広く普及されていないことから、農家からその

利用価値を認知されていないことが原因となって在庫となっている農業機械もある。農業省並びにＡＭＣは

在庫については、非常に憂慮していることから、この問題を解決するため、各地でデモンストレーションな

どを実施し、販売の促進に努めている。 
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表 3-8 在庫状況 

(単位:台)

No. 品 目 在庫数 在庫理由 

作業機(12HP 歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用)   

1 ﾘｯｼﾞｬｰ 33 AMC は機材の普及活動を行なっている 

2 灌漑用ﾎﾟﾝﾌﾟ 13 旱魃時用の在庫 

作業機(16HP 歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用)   

3 ﾛｰﾀﾘｰﾃｨｰﾗｰ 20 ｽﾍﾟｱｰﾊﾟｰﾂとしての在庫 

4 ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ 25 同上 

5 ｽﾄﾚｰｸ車輪 10 同上 

6 ﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾗｳ 8 同上 

7 ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞｰ 9 AMC は機材の普及活動を行なっている 

8 ﾊﾞｯｸﾎｰ 5 同上 

9 ﾌｫﾚｰｼﾞｶｯﾀｰ 2 同上 

作業機(40HP 歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用)   

10 ﾛｰﾀﾘｰｶﾙﾁﾍﾞｰﾀｰ 8 AMC は機材の普及活動を行なっている 

11 種芋植え付け機 6 同上 

12 水田代掻機 1 同上 

13 ﾘｰﾊﾟｰﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ 9 ﾛｰﾌﾟの納入を待っており､その後に販売予定 

14 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 4 AMC は機材の普及活動を行なっている 

15 ﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ 7 同上 

16 播種機（手動） 30 同上 

(出典:AMC)

 

３－５ 見返り資金 

（１）見返り資金積立体制 

見返り資金の監督機関は、農業省である。農家が、見返り資金積立銀行であるブータン銀行に対して資金

を支払ったことをＡＭＣが確認した後に農業機械が引き渡される。購入資金が不足している農家はブータン

開発融資公社より資金の融資を受けることができる。 

同国の見返り資金積立体制を下図にまとめる。 
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(出典：農業省) 

図 3-3 見返り資金積立体制 

 
 

（２）融資体制 

ブータン開発融資公社は、１９８８年に設立された「ブ」国産業育成のための公的金融機関である。ブー

タン開発融資公社は、農業融資局と工業融資局があり、２ＫＲの実施に際しては、農業融資局が農業用資機

材を購入する際における主な資金貸し出しの役割を果たしている。農業融資局が融資先としているのは、殆

どが農民であり、それらは次の５つのグループ、①貧困者、②零細企業、③小規模企業、④中小企業、⑤大

規模企業に分類される。 

融資スキームは、①グループ保障融資サービス・スキーム、②個人向け小口融資スキーム、③商業的農業

向け融資スキームがある。それぞれのスキームにより、融資対象者、融資額が以下のとおり異なっている。 

 

表 3-9 ブータン開発融資公社の融資制度 
 対象者 融資限度額 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ保障融資 

ｻｰﾋﾞｽ･ｽｷｰﾑ 

民間銀行が融資に応じないような5～10戸の零

細農家からなるｸﾞﾙｰﾌﾟ｡ 

Nu. 200.～Nu.30,000. 

個人向け小口融資 

ｽｷｰﾑ 

1.5 倍の担保を保障できる農家 Nu. 200.～Nu.50,000 

商業的農業向け融資 

ｽｷｰﾑ 

1.5 倍の担保を保障できる比較的高収入が得ら

れる農家｡なお､他のｽｷｰﾑと比較して､担保の調

査及び査定は慎重に行なう｡ 

～Nu.50,000 以上 

(出典：ブータン開発融資公社)
 

 

監督

③

② 　　② 　　　④

　④

①　　　　　　　　　⑤

①：融資契約
②：支払
③：支払通知
④：機材配布
⑤：返済

農業省

農家

ブータン開発融資公社

ブータン銀行 AMC

農家
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ブータン開発融資公社では、過去、融資の実施について、県知事の判断に委ねていたものの、融資の偏り

や融資決定まで時間がかかる等の問題が発生したことより、利用者にとって、不自由なものであった。この

ため、現在では融資システムの見直し、融資の決定権を郡及び地区の融資委員会に委ね、円滑な融資の投入

が図れる体制に改善し、活用し易い融資になっている。 

農家の農業機械購入時における資金調達は、主にこのブータン開発融資公社からの融資からであり、２Ｋ

Ｒで調達した農業機械の購入についても、この融資が役立っている。購入機材総額の７５％までと上限が定

められており、残りの２５％は自己資金でまかなう事となる。償還期間は２～３年間であり、年利は１４％、

また１．５倍の担保を必要としている。融資の返却が滞った場合は、年利５％の延滞金が課せられる。 

 

（３）見返り資金の実績 

見返り資金の積立状況の報告は表３－１２のとおりである。同国の積立額は１９９９年度以前は資機材の

ＦＯＢ価格の２／３相当であったが、２０００年度以降は日本・「ブ」両国政府の協議を経て義務額を決定

することとなっている。１９９７年度以前（１９８４年～１９９７年度）の見返り資金は一つの口座に積立

てられている。１９９９年度以降は各年度毎に個別の口座に積立てられている。 

１９９７年度以前の積立率は２３．６５％、１９９９年度は２６．３７％となっており、積立状況は芳し

くない。これは、農家への販売価格が購入可能な金額、つまり義務額より安価に設定されているためである。 

 

表 3-10 見返り資金積立実績 

（通貨：Nu.） 

年度 積立義務額 積立額 積立率 

1984-1997 年度 379,090,000 89,651,769.45 23.65% 

1999 年度 70,248,476 18,555,456 26.41% 

2000 年度 未定 9,943,339 - 

2000 年度 未定 17,300 - 

1998 年度 2KR は実施されなかった。 

（出典：農業省） 

 

（４）見返り資金積立義務額の設定 

上述の通り、２ＫＲ調達資機材の販売価格は、調達価格に比べて大幅に安価に設定された。農家の平均年

収が３０００Ｎｕ～１２００Ｎｕ、約６５００円から２６０００円程度である現状では、販売価格を安価に

設定することはやむをえないものと思われる。ただし、農業省も市場価格との乖離については問題意識を持

っており、今後徐々に価格を上げる予定である。本年度要請されている農業機械の販売価格の推移は以下の

とおり。 
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表 3-11 販売価格推移 

（通貨：Nu.）

品目 1999 年度 2000 年度 価格上昇率 2001 年度 価格上昇率 2002 年度 価格上昇率

歩行用ﾄﾗｸﾀｰ 45,000 45,000 0.00% 48,000 6.67% 50,000 4.17%

ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ 7,000 7,000 0.00% 7,500 7.14% 8,500 13.33%

ﾄﾚｰﾗｰ 18,000 18,000 0.00% 19,500 8.33% 21,500 10.26%

脱穀機 - - - 30,000 - 30,000 0.00%

（出典：農業省）
 

なお、２ＫＲで調達した資機材を安価で販売することにより生じる懸案事項のうち、他国への流出に対す

る懸念ついては、「ブ」国政府は厳しい取り締まりを行っており、また、農業機械のニーズの高さから、同

問題はほぼ生じないものと思われる。 

 
（５）見返り資金の使用実績 

「ブ」国政府は、日本政府より承認を得た上で見返り資金を使用してさまざまなプロジェクトを実施して

おり、１９９８年度以降は表３－１２のとおりである。 

 
表 3-12 見返り資金の使用実績・計画 

（通貨：Nu.）

年 金額 概要 実施機関 

1995-1996 5,662,713.71 
再生可能な天然資源(Renewable Natural 

Resources)の調査及び AMC の改修 
AMC 

1995-1997 3,037,046.75 同上 同上 

1995-1998 8,311,955.31 同上 同上 
1995-1999 3,939,866.29 同上 同上 
1995-2000 1,119,000.00 再生可能な天然資源のための土地整備 同上 

合計 22,070,582.06   
（出典：農業省）

 

４．選定品目・要請数量 

４－１ 歩行用トラクター （３５０台） 

歩行用トラクターとは、ハンドルを保持しながら作業を行なう２輪トラクターのことであり、ロータリー

（耕うん部）駆動による耕起・砕土作業を主目的とする駆動型、プラウ、カルチベータ－、トレーラーなど

のけん引作業を主とするけん引型及び駆動型とけん引型の特徴を備え、ロータリー部の着脱が容易な兼用型

などに区分されるが、何れのタイプも乗用トラクターと比較して小型で小回りが効くため、一般に小区画圃

場や傾斜地に適している。要請の本機材は兼用型に属するもので各種作業機の付け替えにより、水田、畑等

での幅広い作業に使用できる。「ブ」国は急峻な山岳国であるため、農業用耕地は小区画で傾斜地にあるこ

とから、小型で小回りが効く本機材の使用は適当である。 

第９次国家計画では、「ブ」国政府は、歩行用トラクターを低価格で農家に販売するとしており、これに

よって、一般農民の歩行用トラクターへのアクセス向上、機械化作業への認識の拡大に貢献するものと考え



27 

られる。更に、農業労働者が減少しているなか、短期間で効率的に農作業を行うことが可能となり、労働力

不足の解消と人件費抑制に貢献することから、本要請品目は妥当であると判断される。また、「ブ」国耕地

の２０～３０％が機械化可能地帯といわれており、現状の普及台数と機械の利用下限面積（約２ｈａ）から

想定し必要台数を算定すると２，０００～３，０００前後となる。２ＫＲにて１９９１年度以降ブータン国

に２ＫＲで調達された１１２９台が稼動していると想定し、この台数に要請数量を加えても、必要台数を満

たしていないことから、要請数量は妥当と判断される。 

(恒常的作物面積(ha)×20～30%÷利用下限面積（ha）) 

{2 万 ha×20～30%÷2ha}=2,000～3,000 台 

 

４－２ 歩行用トラクター用作業機（ボトムプラウ、トレーラー） 

（１）ボトムプラウ （３５０台）  

本機材は、歩行用トラクターの後部に装着、けん引されながら水田及び畑を耕起する歩行用トラクターの

作業機である。同種作業機のロータリーティラーに比較して、土壌の反転耕起性能や深耕を可能とするとこ

ろから、土壌の改良による作物の生育促進にも有効である。また、本機材は歩行用トラクターとセットで販

売されることから、要請数量は妥当である。 

 

（２）トレーラー （３５０台）  

本機材は、歩行用トラクターの後部ヒッチにて接続・けん引される２輪の荷台固定タイプのトレーラーで

ある。作業としては、農業資機材や農産物などを積載（ 大の積載量：５００ｋｇ）し、運搬する作業機で

ある。「ブ」国のように農道が狭く、平坦地の少ない山間地帯における運搬作業や交通手段には、かなり有

効な機材といえる。また、本機材は歩行用トラクターとセットで販売されることから、要請数量は妥当であ

る。 

 

４－３ 自動脱穀機  

農家の庭先や圃場に定置させて、刈取りされた稲、麦などの作物から穂だけを脱穀する機械である。構造

的には、刈取り作物を供給するｆチエン、穀粒をスレッシングする「こき胴」部、選別部、２番処理及び穀

粒搬送部などから構成されている。動力は単体エンジン、若しくは歩行用トラクターなどからベルトで伝達

する方式がとられている。要請の自動脱穀機の処理能率は１０００ｋｇ／ｈｒと比較的高いのもであるとこ

ろから、何軒かの共同利用による方式での利用が有効である。「ブ」国における水稲の栽培面積（約１９，

１４３ｈａ）とｈａ当り収量（約３，５８０ｋｇ／ｈａ）及び要請機械の作業能率（１０００ｋｇ／ｈｒ×

作業効率６０％×年間の使用時間：７０ｈｒ）等を仮定して次式で算定すると１，６３２台が必要となる。

２ＫＲにて１９９１年度以降ブータン国に２ＫＲで調達された８６台が稼動していると想定し、この台数に

要請数量を加えても、必要台数を満たしていないことから、要請数量は妥当と判断される。 

米の年間収量(kg)÷(脱穀機の作業能率(kg/hr)×作業効率(%)×年間使用時間(hr) 

{68,531,940kg÷(1,000kg/hr×60%×70hr)}=1,632 台 

以上の検討結果、選定機材案を下表にまとめる。 
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表 3-13 選定資機材リスト 

要請 

No. 

標準 

ﾘｽﾄ No. 
品目（日本語） 品目（英語） 

要請 

数量 

単

位 

優先 

順位 

想定

調達先

農機 

1 AT-TR2 歩行用ﾄﾗｸﾀｰ(12HP 以上) 2 wheel tractor (12HP or more) 350 台 1 日本

2 TI-BP1 ﾎﾞﾄﾑﾌﾟﾗｳ(歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用) Bottom Plow for 2-wheel tractor 350 台 1 日本

3 AT-TRS1 
ﾄﾚｰﾗｰ(固定式､500kg) 

(歩行用ﾄﾗｸﾀｰ用) 

Trailer (Stationary Type) 500kg for 

2-wheel tractor 
350 台 1 日本

4 PT-ST1 
自 動 脱 穀 機 ( 定 置 式 ) ｴ ﾝ ｼ ﾞ ﾝ

1,000kg/hr ｸﾗｽ)12HP,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ､水冷

Self-feeding Thresher (Stationary 

type,Engine 1,000kg/hr class,12HP Diesel 

Water Cooler 

20 台 1 日本

 

５．機材調達スケジュール案 

５－１ 歩行用トラクター、ボトムプラウ、トレーラー 

サイト調査を行なった地域でのコメ、トウモロコシの耕作時期は２月～４月、小麦９月～１０月であり、

また、トレーラーは年間を通して農具、農作物の輸送に使用されることから、納入の時期は選ばない。但し、

６月～８月は雨季となり、国内の道路が土砂崩れなどの被害により、幹線道路が分断されることが多いため、

本農業機械の配布が困難な状況になるため、９月の小麦の耕作作業に備えるためには、遅くとも４月に納入

されることが望ましい。 

 

５－２ 脱穀機 

サイト調査を行なった地域でのコメの脱穀時期は１０月～１２月、小麦の脱穀時期は６～８月である。小

麦の脱穀作業に備えるためには、４月までに納入されることが望ましい。 

 

６．農業分野における我が国政府、他ドナー、ＮＧＯ等の協力動向、２ＫＲとの連携 

「ブ」国農業分野の他機関と連携している主なプロジェクトは、以下に示すとおりである。なお、日本政

府の２ＫＲのような農業資機材調達を目的とした支援を実施している外国援助機関は存在しない。 

 

６－１ 西部地区開発プログラム 

ＥＵの資金援助を受けている。「ブ」国西部地域の耕地、家畜及び森林の開発目的として河川流域管理を

行なうもの。食糧、飼料及び燃料の自給達成、現金収入、生活及び食糧供給水準の向上などが見込まれてい

る。 

 

６－２ 西中部地区開発プログラム 

ドイツの援助機関であるＧＴＺの技術援助を受けている。「ブ」国西部地域の農家の再生可能な天然資源

の管理能力を改善し、環境保全を向上により社会経済の安定を図るもの。 
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６－３ 東中部地区開発プログラム 

スイスの援助機関であるＨｅｌｖｅｔａｓの援助を受けている。小規模プロジェクトの実施により、東中

部の地区の県、市レベルからの開発を目指すもの。 

 

６－４ 国家植物保護プログラム 

２００２年７月より実施されている。害虫の研究、害虫発生の監視、害虫情報や農薬の農民への提供によ

り国家的に植物保護を行なうもの。 

 

６－５ 国家土壌サービスプログラム 

ＥＵなどが資金援助の検討を行なっている。土壌の研究及び分析により、農家へ肥料の適正使用などのア

ドバイスを行なうもの。 

 

６－６ 再生可能な天然資源の調査プログラム 

森林、農作物、園芸、治療効果や芳香性のある植物、飼料などの研究を行なうことにより、再生可能な天

然資源の調査を行なうもの。Ｈｅｌｖｅｔａｓがその研究所の運営費用を、ＵＮＤＰが園芸研究に関する資

金援助を行なっている。 

 

７．概算事業費 

概算事業費は表３－１４のとおりである。 

 

表 3-14 概算事業費内訳 

（単位：千円） 

資機材費 

農機 小計 
調達監理費 合計 

428,221 428,221 12,950 441,171 

 

概算事業費合計 ・・・・・・・・ ４４１，１７１千円 



 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 



 

１．調査団氏名 

 

総括・計画管理 藤田 暁子 

 国際協力事業団 無償資金協力部 業務第４課  

 Fourth Project Management Division 

 Grant Aid Management Department 

 Japan International Cooperation Agency (JICA) 

 

資機材調達計画 大島 利一郎  

 (財)日本国際協力システム 業務第２部 

 First Division for Increase of Food Production 

 Grant Aid Management Department 

 Japan International Cooperation System (JICS) 

 

食糧増産計画 渡辺 仁一  

 (財)日本国際協力システム 業務第２部 食糧増産援助業務第１課 

 First Division for Increase of Food Production 

 Grant Aid Management Department 

 Japan International Cooperation System (JICS) 



 

２．調査団日程 

 

（１）藤田 暁子 （総括・計画管理） 国際協力事業団 

（２）大島 利一郎（資機材調達計画） 財団法人日本国際協力システム 

（３）渡辺 仁一 （食糧増産計画） 財団法人日本国際協力システム 

 
日程 宿泊地 

No 日付 
（１） （２）（３） （１） （２）（３）

1 10月21日 曜日 成田→ﾊﾞﾝｺｸ ﾊﾞﾝｺｸ 

2 22日 火 

ﾊﾞﾝｺｸ→ﾊﾟﾛ 

ﾊﾟﾛ→ﾃｨﾝﾌﾟ 

農業省表敬、JICA/JOCV事務所打ち合せ 

ﾃｨﾝﾌﾟ 

3 23日 水 ｻｲﾄ調査(ﾃｨﾝﾌﾟ) ﾃｨﾝﾌﾟ 

4 24日 木 
RAMC in Bajoとの協議(ﾜﾝﾃﾞｨ) 

ﾃｨﾝﾌﾟ→ﾜﾝﾃﾞｨ→ﾌﾞﾑﾀﾝ 
ﾌﾞﾑﾀﾝ 

5 25日 金 ﾌﾞﾑﾀﾝ→ﾓﾝｶﾞﾙ ﾓﾝｶﾞﾙ 

6 26日 土 

－ 

ｻｲﾄ調査（ﾓﾝｶﾞﾙ） 

－ 

ﾓﾝｶﾞﾙ 

7 27日 日 成田→ﾊﾞﾝｺｸ 
ﾓﾝｶﾞﾙ→ﾄﾝｻ 

ｻｲﾄ調査（ﾄﾝｻ） 
ﾊﾞﾝｺｸ ﾄﾝｻ 

8 28日 月 
ﾊﾞﾝｺｸ→ﾊﾟﾛ 

ﾊﾟﾛ→ﾃｨﾝﾌﾟ 
ﾄﾝｻ→ﾃｨﾝﾌﾟ ﾃｨﾝﾌﾟ 

9 29日 火 農業省協議(要請内容、農業機械化体系) ﾃｨﾝﾌﾟ 

10 30日 水 農業省協議（要請内容、農業機械化体系） ﾃｨﾝﾌﾟ 

11 31日 木 
農業省協議(見返資金) 

財務省表敬 
ﾃｨﾝﾌﾟ 

12 11月1日 金 
ﾃｨﾝﾌﾟ→ﾊﾟﾛ 

AMC協議（過去供与農業機械状況、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ体制） 
ﾊﾟﾛ 

13 2日 土 
AMC協議（要請数量算出方法ﾒﾝﾃﾅﾝｽ体制） 

DSC協議（過去供与肥料の現状および農業資機材投入状況） 
ﾊﾟﾛ 

14 3日 日 

AMCと協議 

ｻｲﾄ調査（ﾊﾟﾛ） 

資料整理 

ﾊﾟﾛ 

15 4日 月 

NPPC協議（過去供与農薬の現状） 

農業省ﾐﾆｯﾂ協議 

ﾐﾆｯﾂ署名 

ﾊﾟﾛ 

16 5日 火 ﾊﾟﾛ→ﾊﾞﾝｺｸ→ 機中泊 

17 6日 水 →成田 － 

 



 

３．主要面談者リスト 

 
（１）JICAICA／JOCV 

森 靖之 JICA／JOCV 事務所所長 

冨安 裕一 JICA 専門家(園芸・農業開発) 

若林 伸夫 JICA ｼﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

 

（２）農業省(Ministry of Agriculture) 

Mr. Sangay Thinley Secretary 

Mr. Tenzin Dhendup Director of Department of Agriculture and Livestock Support Services 

Mr. Tsheten Rabgay Joint Director of Crop Production Division 

Mr. Chetem Wangchen Programme Manager of AMC 

Mr. Gyelthien Wangcyulk Reasional Manager, RAMC in Bajo 

Mr. Pema Choephyel Director of Department for Research and Development Service 

Mr. Choni Dendub Chief Marketing Officer of Marketing Section, Policy and Planning  

 Division 

Dr. Thinlay Program Director of NationalPlant Protection Center 

 

（３）財務省(Ministry of Finance)  

Ms. Yanki Tobgyel Wangchuk Director General of Department of Aid & Debt Management 

 

（４）Druk Seed Corporation 

Mr. Kezang Tshering General Manager of Market Division 























５． 対象国農業主要指標

Ⅰ．国名

ブータン王国

Kingdom of Bhutan

Ⅱ．農業指標 単位 データ年

総人口 万人 2000年 * 1

農村人口 万人 2000年 * 1

農業労働人口 万人 2000年 * 1

農業労働人口の割合 ％ 2000年 * 1

農業セクターＧＤＰ割合 ％ 2000/2001年 * 13

耕地面積／トラクター１台当たり 万ha 1999年 * 2

Ⅲ．土地利用

総面積 万ha 2000年 * 14

陸地面積 万ha（100%） 2000年 * 14

耕地面積 万ha（7.2%） 2000年 * 14

恒常的作物面積 万ha（0.5%） 1999年 * 3

灌漑面積 万ha 1999年 * 3

灌漑面積率 ％ 1999年 * 3

Ⅳ．経済指標

１人当たりＧＮＰ US$ 1999年 * 10

対外債務残高 億US$ 1999年 * 11

対日貿易量　輸出 億円 2000年 * 12

対日貿易量　輸入 億円 2000年 * 12

Ⅴ．主要農業食糧事情

ＦＡＯ食糧不足認定国 2002年 * 9

穀物外部依存量 万t 2001/2002年 * 9

一人当たり食糧生産指数 1989～91年＝100 2001年 * 6

穀物輸入 万t 1999年 * 4

食糧援助 万t 2000年 * 5

食糧輸入依存率 ％ 2001年 * 4

カロリー摂取量／人日 kcal 2001年 * 7

Ⅵ．主要作物単位収量

穀物 Kg/ha 2001年 * 8

米 t/ha 2000年 * 14

小麦 t/ha 2000年 * 14

トウモロコシ t/ha 2000年 * 14

* 1 FAOSTAT database-Population 20 Nov 2001 * 7 FAOSTAT database-Food Balance Sheets May 2001

* 2 FAOSTAT database-Means of Production 4 Dec 2001 * 8

* 3 FAOSTAT database-Land 10 July 2001

* 9 Foodcrops and shortages February 2002

* 10 World Bank Atlas 2001

* 5 FAOSTAT database-Food Aid (WFP) November 2001 * 11 Global Development Finance 2001

* 6 * 12 外国貿易概況 10/2001号

* 13 NINTH PLAN MAIN DOCUMENT [2002-2007]

* 14 「ブ」国農業省関連資料

*

FAOSTAT database-Agricultural Production 7 Nov
2001

FAOSTAT database-Agricultural Production
Indices April 2002

FAOSTAT database-Agricultural & Food Trade 22
Feb 2002

4

0.9

2.5

208.50

195.50

94.20

93.70

30.69

3.6

n.a.

否認定

正式名称

8.53

n.a.

1,456.10

5.30

117.50

4.30

0.40

0.05

8.92

4.00

28.60

510.00

1.80

400.80

400.80

29.00

2.00



  

 

 

 

 

棚田風景（於：パロ） 

手作業による稲刈（於：パロ） 

畜力による耕作作業（於：トンサ） 

２KRで調達した歩行用トラクターによる農具の運搬（於：

モンガル） 



 

 

 

 

２KRで調達した歩行用トラクターによる耕作作業（於：ブ

ムタン） 

急斜面の段々畑での歩行用トラクターによる耕作作業（於

：モンガル） 

スペアパーツの保管管理用の台帳棚（於：AMSC) 

 

スペアパーツの管理倉庫（於：AMSC) 

 



 

 

 

 

木箱に整理保管されているスペアパーツ（於：AMSC) 

 

簡易な農具の製造作業（於：AMDC） 

AMDCで製造した農具（於：AMDC) 

農業機械のメンテナンス作業（於：ボンディRAMC) 



 

 

 

 

AMTCでのメンテナンス・トレーニング（於：AMTC) 

AMTCでの講義（於：AMTC） 

 

１９９７年以前に２KRで調達された農業機械の在庫（於：A 

MC) 

１９９７年以前に２KRで調達された農業機械の在庫（於：A 

MC) 

 



 

２KRで調達した在庫農薬（於：ＮＰＰＣ） 



 

６．参照資料リスト 

 

１．NINTH PLAN MAIN DOCUMENT [2002-2007] 

２．RENEWABLE NATURAL RESOURSECS SECTOR NINTH PLAN [2002-2007] 

３．RENEWABLE NATURAL RESOURCES STATISTICS OF BHUTAN 2000 

４．RENEWABLE NATURAL RESOURCES, Agricultural Area and Land Holdings 

５．RENEWABLE NATURAL RESOURCES, livestock Population 

６．THE PESTICIDES ACT OF BHUTAN 2000 

７．AN ANALYSIS OF COMPARATIVE ADVANTAGE AND DEVELOPMENT POLICY OF OPTIONS IN BHUTANESE AGRICULUTE 
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